
2010年1月20日（水）	
ポリシーワーキンググループ	



 参加者のみなさんに…	

◦ アドレスポリシー策定の仕組みを知って頂く	
◦ オペレーションにも関わるポリシーの最新動
向を知って頂く	

  ことを目的としています．	



RIR 
(地域インターネット 
レジストリ) 

NIR 
(国別インターネット 
レジストリ) 

LIR 
(ローカルインターネット 
レジストリ) 



どういう条件を満たすと，ＩＰアドレスを取得できるか，の
取り決め（ＩＰｖ４・ＩＰｖ６で異なる取得条件）	

ＩＰアドレス（インターネット資源）の配布ルール 

JPNICにおける，IPv4アドレスの取得条件 
•  IP指定事業者であること 
•  上位のプロバイダから、すでに/24を割り当てられ使用している、または直後に/24を
使用することを証明できる 
•  1年以内に/23を使うことを証明できる詳細な計画を提示できる 
•  1年以内にそれまで使用していたアドレスから、新たに割り振られるアドレスにリナ
ンバする 

JPNICにおける，IPv6アドレスの取得条件 
•  IP指定事業者であること 
•  エンドサイトでないこと 
•  /48を割り当てた組織に対し、IPv6の接続性を提供する計画があり、その経路広告を、
割り振られたアドレス一つに集成して行うこと。  
•  2年以内に最低でも200の/48の割り当てを行う計画があること。  



 JPNICとは独立した機関「ポリシーWG」
がポリシー策定に関する議論の場「オー
プンポリシーフォーラム(OPF)」を提供し
ています．	

アドレスポリシーに関す
る	

• 意見/質問の表明	
• 情報提供/提案を実施	

• 勧告内容の実装検討	
• OPFへの検討結果・実
装予定の報告	

アドレス利用者	 JPNIC 

中立的な立場からの；	

• 議論/情報交換の場(OPF)の提供	

• アドレス利用者とJPNICの調整	

ポリシーWG 

ip-users 
メーリングリスト	

オフライン	
フォーラム	
(年2回開催) 

OPF 

オープンポリシー	
ミーティング	

オンライン	
フォーラム	叻

呉
吮
吚
吟	

実
装
勧
告	

必要に応じて，APNICポリシーフォーラムに
エスカレーションします．	



★ 
JPOPM 

1ヶ月程度	
★ 

JPOPM 
提案募集締切	

一次 コンセンサス	
　　　　　のまとめ	

★ 

IP-USERS MLでの
最終コメント期間	

★ 
2週間程度	 ポリシーWGにて取

りまとめ，JPNICに
対して実装勧告	

★ 
APOPM 

2～3ヶ月程度	

例年2月，9月頃	

APOPM29@クワララ
ンプール 

2010.3.1-3.5 

APOPM28 2009.8.24-8.28 
北京（中国）	

JPOPM17 
2009.11.26 

★ 
APOPM 

必要に応じ，
提案	

日付は最新のフォーラム日程	



 APNICの動向紹介	
◦ Paul Wilson氏(APNIC Director General）ご講演	

 アドレスポリシー最新動向	
◦ 最近の話題から，	
  IPv4アドレス移転ポリシー	
  32bit AS番号配布ポリシー	
  IPv6アドレス配布ポリシー	
  について，現状を紹介	

説明内容の都合上，「IPv4アドレ
ス移転ポリシーの現状」を最初に
紹介，その後Paulさんにご講演を
頂きます．	


